
蓄電池システム

V2H

交付申請兼実績報告は令和７年6月30日（月）から

令和７年5月30日（金）事前申込受付開始

高断熱窓・ドア

外壁等断熱

太陽熱・地中熱
利用システム

太陽光発電システム

燃費が良くて
快適なおウチに住もう！
燃費が良くて
快適なおウチに住もう！

エコキュート
ハイブリッド給湯器

高断熱浴槽

6月12,13日事業説明会開催!!
申込はクール・ネット東京HPで

● ●● ●

エコジョーズ
エコフィール

（分譲マンション向け）

令和７年４月版

補助額などは
裏面をチェック！
補助額などは
裏面をチェック！

断熱改修・太陽光パネル・蓄電池など
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業東京都の助成金



（追い焚き機能がある場合）
（追い焚き機能がない場合）

蓄電池ユニットの増設 8 万円／kWh （太陽光発電設備が設置済の場合に限る）

（蓄電池新設・増設時にDR実証へ参加する場合に限る）
既存蓄電池へIoT機器の設置

10 万円
（上限 10 万円／戸（DR実証に参加する場合に限る））１／２

8 万円DR実証（※2）参加への上乗せ

DR実証（※2）参加への上乗せ

再エネ電力メニュー契約上乗せ

補 助 項 目

高断熱窓・高断熱ドアへの改修

蓄電池
システム

V2Hの設置（戸建住宅のみ対象）

太陽熱利用
システム

地中熱利用
システム

エコキュート・ハイブリッド給湯器の設置

上記設備設置に伴いリフォーム瑕疵保険への加入

太陽光
発電設備

設置（50kW未満）（※3）

設置

設置

更新（ヒートポンプエアコン）

更新（パワーコンディショナ）

更新（補助熱源機）

新築住宅

14 万円／台
１／２
３／５
１／２
１／２

１／２
10／10

12 万円／kWh （太陽光発電設備設置又は再エネ電力メニュー契約締結が条件）

サイズ・性能に応じて定めた助成単価
（1／3 相当額、上限 130 万円/ 戸）

（上限 50 万円）

（上限 55 万円／戸）
（上限 10 万円／台）
（上限 180 万円／台）
（上限 27.5 万円／台）

８万円／kW、5 万円／kW、 2 万円／kW  又は  1 万円／kW
（上限 10 万円／台）

既存住宅

１／２

陸屋根の住宅への上乗せ

機能性PVへの上乗せ

当該窓について助成単価 2.5 倍（上限 325 万円/ 戸）断熱防犯窓への上乗せ
助成単価 1.2 倍（上限 156 万円/ 戸）（窓ドア50戸以上改修が条件）管理組合による全体改修への上乗せ

新規設置

1

2

3

4

5

補助率・補助額・上限額

  3.6kW以下　 12 万円／kW（上限36万円）　      3.6kW超え 　10 万円／kW

（太陽光発電設備と連携する場合に限る）
5 万円／台 （再エネ電力メニュー契約を締結する場合に限る）

（エコキュート等新設時にDR実証へ参加する場合に限る）

3.75kW以下　15 万円／kW（上限45万円）　　3.75kW超え　12 万円／kW

防水工事（※4）   既存集合住宅 ／ 既存戸建住宅：18 万円／kW
架台設置（※5）   集合住宅：20 万円／kW 　既存戸建住宅：10 万円／kW

（上限 100 万円（太陽光、V2H及びEV／PHVが揃う場合に限る））

分譲マンションで
エコジョーズ・エコフィールへの一斉交換（※6）6

7,000 円／契約定額

高断熱浴槽への改修 １／３
外壁・床等への断熱材の設置（※1） １／３ （上限 100 万円／戸）

（上限 9.5 万円／戸）

7 万円／台
5 万円／台
3 万円／件 （エコジョーズ・エコフィールに交換した住戸に限る）

[発行]（公財）東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）・ 東京都 環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課  

お問合せ・申請先

① 高断熱窓/ドア・断熱材・高断熱浴槽（既存住宅における省エネ改修促進事業）
② 蓄電池システム（家庭における蓄電池導入促進事業）
③ V2H（戸建住宅におけるV2H普及促進事業）
④ 太陽熱・地中熱利用システム（熱と電気の有効利用促進事業）
   　エコキュート・ハイブリッド給湯器（熱と電気の有効利用促進事業）
⑤ 太陽光発電設備（家庭における太陽光発電導入促進事業）
⑥ エコジョーズ・エコフィール（分譲マンション省エネ型給湯器導入促進事業）

※1　断熱材の設置部位に施工する遮熱塗装は、助成対象経費に含めることができます。
※2　東京都家庭用アグリゲーターと連携して行うデマンドレスポンス（DR）の実証
※3　既存の太陽光発電設備を取り替える場合も対象

※4　防水工事は、既存集合住宅又は既存戸建住宅の場合のみ対象 　　　　
※5　架台設置は、集合住宅又は既存戸建住宅の場合のみ対象 
※6　住棟の3/4以上の住戸でエコジョーズ等に交換されていること 　　

03ｰ6633ｰ3822
03ｰ6633ｰ3824
03ｰ6633ｰ3823
03ｰ5990ｰ5086
03ｰ6633ｰ3826
03ｰ6633ｰ3821
03ｰ5990ｰ5086

令和7年
4月1日より
適用

※特例措置について
令和7年4月1日～6月30日に事前申込前に契約締結等したものについては、助成要件を満たし期限までに申込をすることで助成対象になります。
詳細については、助成金の手引をご確認ください。

契約締結

交付申請兼実績報告事前申込 審 査

設置・支払い完了必要書類
は

見積書だ
け！

設置工事

各事業HP

契約締結前に事前申込を忘れずに！※


